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１．本稿の目的

　私は、親と同居していたAさんという重度の
脳性麻痺者が、オリジナルな意味での自立生活理
念１の実践としてのひとり暮らしを実現する過程
を解明してきた。その一環として安田（2011b）
では、Aさんが通所利用している重度障害者の
通所型活動拠点で見いだされた「セルフマネジメ
ント型」と「支援者支援型」という２つのひとり
暮らしを実現・維持する方法と、前者がAさん
に適用された背景や理由を示した。本稿では、拙
稿で詳述できなかったこの２つの方法について、
各々が生じた背景や特徴をより詳細に記述するこ
とを目的としている。

２．研究方法

　本稿の結果は、Aさんがひとり暮らしとして
の自立生活を実現する過程を明らかにした三毛
（2007ab）、三毛（2009a）、安田（2010ab）とい
う一連の研究を通じて見出したものである。ゆ
えに、用いたデータ収集・分析法や倫理的配慮
は、これらやその調査方法を詳細に紹介した安田
（2009）と同じである。ここでは、本稿に特有で、
かつ本稿理解に必要な最小限の内容に留めて記す。
　本稿で焦点を当てているのは、Aさんと同じ通
所型活動拠点の通所利用者である Bさん、Cさ
ん、Eさん、Fさん、そして、その人たちに対す
る拠点職員、関係機関職員、介助者の支援・関わ
りである。そして、その人たちやその支援・関わ
りについて対象とした時期は、Aさんのひとり

暮らしをしたいという気持ちが高まっていた1997
年から1999年春頃である。このように焦点化した
のは、この頃の以上４名や４名に対する関わり・
支援が同時期のAさんに対する通所型活動拠点
の職員の関わりに影響を与えたためである（安田
2011b）。
　本稿の主な調査フィールドであり、この人たち
が通所していたその通所活動拠点は、ｙ市社会
福祉協議会が運営する「ｚ」である。2003年３月
から2006年９月までは身体障害者通所授産施設と
して認可されていたが、障害者自立支援法体系下
では、主に生活介護事業所と居宅介護・重度訪問
介護事業所として、他、相談支援事業所と重度障
害者等包括支援事業所として事業を展開している。
設立は1981年、養護学校を終えた家族と暮らす重
度の身体・心身障害者が集い活動する場が少な
かった時代である。その発展過程で、日中活動の
他に、自立プログラム、社会参画プログラム、健
康維持・促進活動を編み出してきた。重度障害者
の生活全体の質を考慮したプログラムや、地域自
立生活支援に早くから取り組んでいた点などが先
駆的と評価され、全国的に名が知られた組織であ
る。
　本研究で利用したデータは、①ｚにおける参
与観察のフィールドノーツ、② Bさんと Cさん、
ｚ職員、関連機関職員、介助者に対して実施した
インタビューデータ、③ｚ発刊の冊子・実践記録
といった資料である。Bさんと Cさんは、トー
キングエイドと文字盤でインタビューに答えても
らった。Eさんと Fさんについて、私には意思
疎通が難しいため２人から直接聞き取りは行なわ
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ず、他のデータソースを利用した。
　内容の質確保と倫理的チェックのために、ある
程度分析が終わった段階で、分析内容をｚの支援
スタッフ２と園長に報告した。報告内容に意見や
疑問が出されたため、解釈の見直しとデータの再
収集・再分析を行った。再度、分析結果を報告し
内容の了解を得ることで、分析の確からしさを高
めた。Bさんと Cさんには、本稿のなかで２人
に関係する部分の内容確認と倫理面のチェックを
お願いした。内容面で訂正意見が出されたため、
関係部分を修正・加筆した。

３．結果

　1997年から1999年頃のｚには、ひとり暮らしを
始めていた Fさん、ひとり暮らしを目指しその
暮らしに移行した Bさん、Cさん、具体像は描
けていないが親との同居生活以外の形での生活を
模索していた Eさん、という通所者がいた。彼
女らのひとり暮らしへの向かい方や暮らしの探求
方法は、職員の間でこう区別されていた。

E さん Fさんの方法と、Bさん Cさんの自立生
活センターｘ１本と。

　職員のこの言葉は、通所者のひとり暮らしへの
向かい方について、ｚ職員を中心とする専門的支
援者や介助者の関与、及び本人の役割という点で、
対極に位置する２つの方法があると認識されてい
たことを表している。ＥさんＦさんに対する方法
を“支援者支援型”、ＢさんとＣさんに対する方
法を“セルフマネジメント型”と名付けた。

（１）セルフマネジメント型
　「自分のことは自分でやって欲しい人たち」。A
さん、Bさん、Cさんは、ｚ職員によって、こう、
ひとくくりにされる。この表現が象徴するように、
セルフマネジメント型は、ｚ職員の支援に頼らな
いという意味での自助、そして、障害者ピアサポー
トによって、通所者自身がプロセスをコントロー
ル（自己管理・統制・支配）することでひとり暮
らしに向かうものである。ピアサポート重視とい
うことで、ｚ内では、取り組み３のなかで、ひと

り暮らしを目指す通所者同士の情報・意見交換や
助言を重んじる。ｚ外では、この暮らしを実践し
ている自立生活センターの障害者スタッフによる
相談支援や情報提供を活用する。ピアではないた
め、ｚ職員による支援は極力抑制され、原則、主
に本人による情報提供を通じての状況把握、見守
り、本人の要請に応じたスポット的支援に留まる。
暮らしを支える介助者は、学生やフリーターや主
婦やホームヘルパーというバックグラウンドを持
ち、自立生活センターに登録し、障害者から自立
生活理念を徹底的にたたき込まれている人たちで
ある。ｚ職員やｚから生まれた関連機関職員が中
核的支援者となって支援し、ｚ関連の非当事者団
体派遣の介助者によって暮らしの維持を図る支援
者支援型とは対照的である。このようにセルフマ
ネジメント型の場合、通所者本人を支える周囲の
人々が持つ特性として、同じ経験を有するピアで
ある、そして、ピアではないがピア組織で鍛えら
れその組織が重視する理念に忠実であろうとする
という４、いわばピア性が重視される。
　この型に属する通所者として見なされていたの
が、Bさんと Cさんである。両名とも重い脳性
麻痺を持つ女性である。音声言語障害があり、会
話にトーキングエイドや文字盤を使い、慣れた人
でなければ、音声言語を聞き取るのが難しい。し
かし、行為主体性、選考形成、合理性、表出の
４つから構成される自律能力（石川2009）が高く、
問題解決、課題遂行、コミュニケーションに対す
る支援ニーズが低いと見なされていた。ｚ内では
２人ともAさんと同じ通所者グループに所属し、
その言動はＡさんを刺激し、彼女がひとり暮らし
実現のライバルとみなしていた人物である（三毛
2007b）。Bさんは1999年１月41歳、Cさんは同年
３月29歳のときに親との同居生活を解消し、オリ
ジナルな自立生活理念の実践としてのひとり暮ら
しを開始、現在も継続している。
　セルフマネジメント型は、 ｚ通所者、兼、同じ
市内の自立生活センターｘの理事であった Bさ
んが、自立生活理念を実践する形でひとり暮ら
しに向かうなかから生まれ、ひとつの方法とし
てｚで認識されるに至ったものだ。 B さんは生ま
れ育ったｙ市で家族と一緒に暮らしつつ養護学
校を卒業、卒業後間もなくからｚに通所を開始し、
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2010年に体調の関係から通所を取りやめるまで、
ｚを主な日中活動の場としていた。一方で、10代
の頃から駅舎でのエレベーター設置運動に関わる
など、障害者運動を推進するｚ外の地域の障害者
とも独自の強い社会関係を持ち、ｚ通所者のなか
では例外的存在だった。その関係から、10代の頃
からひとり暮らしにあこがれを抱く。しかし、そ
れは漠然とした夢にとどまっていた。そんな夢が
具体的な目標となったのは、1989年にｙ市に生ま
れた自立生活センターｘの設立者に誘われ、そ
の活動に参加するようになってからである。セン
ターの設立に関わった障害者のなかには、オリジ
ナルな自立生活理念の実践の形でひとり暮らしを
おくっている人もいたし、センターが軌道に乗
る過程でその暮らしに移行した人も多かった。し
かしＢさんは、自分が独立すると母がひとりにな
ることが気がかりだった。そして、阪神・淡路大
震災で倒壊した自宅が、彼女のためにとバリアフ
リー住宅として新築されたことに気兼ねして、独
立を切り出すことに躊躇していた。そのような理
由から、母とひとつ屋根の下に暮らしながら、家
族の介助は頼まず、自立生活センターｘの介助者
派遣を利用して暮らすことを目指す。それは、自
分が介助者に指示を出しその介助を用いた、そし
て介助者管理を伴う暮らしであり、オリジナルな
自立生活理念の実践である。Bさん自身はこのよ
うに考え、これを「家庭内自立」と呼び、他人が
家の中に入るのを嫌がる母をかわしたり説得した
りして、徐々にその体制を整えていった。しかし、
「自立生活とは、介助者への指示出しと介助者管
理を伴った障害者によるひとり暮らし」という集
団規範が存在していたｘ（三毛2007b）では、家
庭内自立は自立生活として解釈されず、Ｂさん曰
く、「自立生活ができないから、Ｂさんはしない」
と見られていた。彼女は、当時ｘの理事も務めて
いたこともあり、余計に肩身が狭かった。こうし
た背景から、自分にもひとり暮らしができること
を証明し、ｘの障害者スタッフに対する「意地」
を見せたい、「見返してやりたい」という気持ち
が大きく働き、ひとり暮らしに突き進んでいく。
　こうしたＢさんだったゆえ、オリジナルな自立
生活理念の持つコントロールや自律の精神を重ん
じ、職員の手は不要という姿勢をあらわにひとり

暮らしに挑んだ。この Bさんの姿勢を、職員も
尊重した。担当職員が主に行ったのは、彼女が
今いる位置のアセスメントである。取り組みや介
助場面などの生活場面面接によって、ひとり暮ら
し移行に関する進捗状況や本人・家族の思いを彼
女から聞いた。そして、ひとり暮らしへのプロセ
スのなかで彼女が今どこにどのような状態でいて、
どこに向かおうとしているのか、環境との関わり
のなかで本人がいる地点や状況の把握を心掛けた。
　職員の直接的な支援に代わりｚで用いたのは、
通所者同士のピアサポートの取り組み「支援会
議」である。支援会議は曜日やメンバーを変えて
いくつか開催されているが、Bさんと Cさんが
ひとり暮らしを始めた1999年度には、ひとり暮ら
しを希望する通所者から構成された支援会議が設
けられ、Bさん、Cさん、Aさんとも、それに参
加していた。とはいうものの、Ｂさんは、ひとり
暮らしに対する動機づけ、情報、知識、具体的準
備の点で、ＡさんやＣさんをはじめ他の参加メン
バーに先行していたので、利用できる制度やサー
ビスの情報を提供し、親との関わり方や介助者管
理法など暮らしの知識を伝えることで、皆を先導
した。その情報や知識は、職員にとっても役立つ
ものだった。
　セルフマネジメント型にカテゴライズされたも
うひとりの通所者 Cさんは、Bさんのように家
庭内自立という形で念入りに予行練習をしてひと
り暮らしに向かったというより、ひとり暮らしを
決意してから短期間で、家族のバックアップを得
ながら、この暮らしに移行したと見なされている。
だが彼女も Bさんと同様、オリジナルな自立生
活理念を実践しひとり暮らしをおくるｚ外の障害
者と有していた社会関係が、ひとり暮らしに向け
ての資源となった。最初の接点は中学生のとき、
ひとり暮らしをしている障害者に会って話をした
ことである。こんな暮らしにあこがれるけど、自
分にはできない。これがそのときの彼女の気持ち
だった。しかしｚに通所する傍ら、自立生活セン
ターｘに出入りするうちに、ひとり暮らしとはど
んなものか、イメージが形作られていく。この暮
らしに踏み出す契機となったのは、母親の体調不
良である。Aさんや Bさんは、ｙ市で1994年に
制度化された全身性障害者介護人派遣制度を使っ
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て、家庭で介助者を利用していたが、Cさんはこ
の制度を使わず、家庭では母が主に介助していた。
同制度は、在宅で単身または65歳以上の同居人し
かいない障害者手帳１級の全身性障害者を対象と
したものであり、彼女の場合、主たる介助者であっ
た母がこの規定年齢に満たなかったからだ。Cさ
んは体調不良に苦しむ母を見て、それでも母の介
助に頼らざるを得ないことに、罪悪感が募ってい
く。そんななか、彼女は現地の自立生活センター
で紹介された介助者の介助で、５日間、北海道内
を旅する。自立生活センターの介助者に介助指示
を出しながら宿泊を伴った生活をおくったのは初
めての体験だったが、これが意外にうまくいった。
この体験に加え、ひとり暮らしのイメージがつい
ていたこともあって、介助者に指示を出して暮
らすことへの自信が生まれる。この自信に加えて、
その頃、「いろいろあって自分を変えたいと思っ
ていた」ことが、彼女を後押しする。というの
は、全身性障害者介護人派遣制度は、同居人が65
歳未満の家庭でも交渉次第で利用が認められた例
があることは知っていた。しかし、「交渉してい
ろいろするよりは、自分がんばるほうを選ぼうと
思った」。つまり交渉すれば制度利用は可能かも
しれないが、自分ががんばって「外に出たほうが
早い」―、そう思ったという。両親に話すと、母
の賛同を得るのに苦労したAさんや Bさんのよ
うに反対されることなく、あっさり賛成してくれ
た。母の協力を得てアパートを見つけ、自立生活
センターｘの介助者派遣を利用する段取りをとり、
引っ越し手配を済ませ、ひとり暮らしに移行した。
　この経緯で彼女が利用したｚの資源は、Bさん
と同様の通所者同士のピアサポート的取り組み
「支援会議」である。職員が主に行ったのは、こ
れも Bさんと同様の、Cさんが今いるところの
把握である。ｚの記録保管場所には、Cさんの自
立生活支援に関するファイルが残されており、中
を見たが、数ページしかフィリングされておらず、
しかも記載されているのは、本稿の参考になるよ
うな情報ではない。Cさん自身も、職員に対し、「あ
えて不安を隠したくて、ほっておけと言った」と
述べる。ひとり暮らしへの移行にあたり不安がい
ろいろあったのは事実である。しかし自分の力で
何とかしたいと思い、不安を隠すため余計に職員

の関わりを退けた。
　以上が、ひとり暮らしに向かうに当たり、Bさ
んと Cさんがとった方法である。この方法でひ
とり暮らしを開始したｚ通所者は、2011年11月現
在、２人の他に存在しない。本稿と同じ頃の通所
者Aさんも、セルフマネジメント型に振り分け
られ（安田2011ｂ）、これでひとり暮らしに向かっ
たが、うまくいかなかった（三毛　2009a）。しか
し数年後、支援者の関与度やその特徴の現れ方に
違いはあるものの、次に示す支援者支援型によっ
て、ひとり暮らしに移行している。

（２）支援者支援型
　その暮らしが「周りの人たちと一緒に考えて作
る手作りの暮らし」「皆で作り上げる暮らし」と
ｚ職員に称されたのが、Eさんと Fさんである。
「周りの人」「皆」とは、家族、ｚ職員・ｚ関連
介助者派遣団体 k職員・ｚ通所者の親の会が運
営しているグループホーム職員などの専門的支援
者、そしてｋから２人に派遣される介助者である。
支援者支援型は、これら家族や専門的支援者や介
助者など広義の意味での支援者たちが一緒に働き、
本人の暮らしの探索・形成プロセスに能動的に関
与して生活を作り上げ、維持する。
　支援者支援型が用いられた Eさんと Fさんは、
知的障害もある重い脳性麻痺者で、自律能力が大
きく制約され、問題解決、課題遂行、コミュニ
ケーションに対する支援ニーズが極めて高い。E
さんは1998年９月30歳のときに、Fさんは2000年
12月の30歳のときに家族と離れ、アパートを借り
て、介助者の介助を用いたひとり暮らしを開始し
た。オリジナルな自立生活理念を実践する障害者
との社会関係も皆無で、家族状況が変わらなけれ
ば、末永く家族と共に暮らし続けることをきっと
望んだに違いない人たちだ。
　そんな２人が、家族との生活を解消せざるをえ
なくなったのは、生まれてからずっと生命と生活
の支え手であり、心理的支柱であり、主たる介助
者であった母の死亡や母との関係変化による。E
さんは1991年の23歳のときに母親が病気のために
緊急入院し、その日からｚで緊急宿泊を開始、以
降、ｚ職員やボランティアが総出で交代してｚに
泊まり、彼女を支える。家では父母やきょうだい
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と暮らしていたが、母の深刻な状態からくる家族
の生活の不安定さ、母への付き添い、仕事などで、
家族がＥさんをケアする余裕がなかったためであ
る。そして10 ヶ月後に母が死亡、生前の母親や
他の家族や本人の希望によって、彼女はそのまま
ｚで生活を続けることになった。Fさんは、1994
年24歳のときに父が死亡、それまで家にいた母が
家計を支えるために夜間に働きに出る。母がずっ
とそばにいて、これまでのような役割を果たせな
くなったことで生活が急変し、彼女の心身は不調
をきたす。それに対し、ｚ職員が交代で Eさん
宅に泊まりこみ、彼女を支え始めた。
　２人のような例はこれまでのｚにはなく、それ
らはｚが組織をあげて取り組んだ、２人の生命維
持を図るための例外的・緊急対応的な支援である。
２人の地域自立生活支援は、この生命維持のため
の緊急対応に起源を持つ。支援の出発点から本人
の生命維持のリスクが高く組織的なバックアップ
体制と緊急対応が図られた点で、セルフマネジメ
ント型の２人とは異なる。
　生命維持のための支援は、やがて、どこでどの
ように誰と生活するのが可能で、その人らしい暮
らしなのかを探る地域自立生活支援としての比重
が高まっていく。その過程では、自宅に介助者を
入れた暮らし、入所施設、ｚ親の会が運営するグ
ループホームなど、いくつかの生活の仕方が試み
られた。しかし、当時の制度下で可能であり、か
つ２人が望んだ、または望んでいると思われたの
は、アパートを借りて家族と離れてひとりで住み、
介助者派遣を受けて介助者の介助で暮らす、とい
う形だった。
　このように、セルフマネジメント型と比べた際
の支援者支援型は、①本人に発生した問題の深刻
さという特徴の他、②暮らしの維持・形成を助け
支える周囲の人々に求められる支援者性、③構造
的な支援の仕組み、④ニーズ生成における先導的
関与、⑤リスク調整的、⑥ケアの延長という特徴
を持つ５。各々について、その内容を記述してい
こう。
　支援者支援型において、２人の暮らしの形成・
維持を助け支える家族以外の広義の支援者に要請
されたのは、本人と信頼関係を築き、本人の自律
能力の制約されている部分を補い助ける技術・能

力、つまり支援者性を保持していることである。
２人の生活の支援の中心となる専門的支援者は、
年月を経るなかで人の入れ替わりはあるものの、
２人が日中活動の中心としていることから支援者
性を養いやすいｚ、そして、関連機関の職員から
輩出されている。介助者は、ｚで生まれ独立した
介助者派遣団体ｋで養成され、支援者性を教えら
れた人たちが中心である。一方、暮らしを支える
他者の特性としてのピア性は、セルフマネジメン
ト型のように強調されない。Fさんの場合、生活
保護受給によってひとり暮らしをする可能性を探
るため、自立生活センターｘの障害者スタッフに
相談したが、支援の中核となった専門的支援者は
ｚ職員や関連機関職員であることに変わりない。
　そして２人の場合、新たな暮らしの探索・形成
という大きな目標達成のための一定の方法や手続
きが徐々に形成され、それに則って計画的に支援
する仕組みが構築されていく。これが、支援者
支援型の特徴の３つめ、構造的な支援の仕組みで
ある。その具体的仕組みとは、①宿泊体験とその
振り返り、②ｚ担当職員による個別支援、③連携、
④定例会議、⑤記録である。①の宿泊体験と振り
返りは、Fさんの支援を通じてプログラム化され、
以降のｚ通所者の地域自立生活支援においても用
いられているものである。彼女は、入所施設での
ショートステイ、ｚ関連グループホーム、介助者
派遣を利用した家庭生活など場所を変えて、介助
者の介助を利用した数泊から数十泊の宿泊を繰り
返している。この宿泊は、事前計画、準備、宿泊、
その振り返りというパターンで実施された。その
都度の宿泊体験の目的・目標を考え、それを関係
者で共有し、宿泊先・介助者手配や食事メニュー
の検討など事前に準備と段取りをとり、宿泊を行
い、終了後に感想や目標・目的達成を振り返り
今後の課題や方向性を探る。この流れを繰り返す
ことで、これからの生活についての本人の思いが
徐々に明瞭になり、専門的支援者も彼女に必要な
介助や支援を見極められる。
　こうした宿泊体験とその振り返りや、その時々
のニーズに対応するために用いられたのが、②
ｚ担当職員と本人が一対一で行う個別支援である。
ｚの取り組みは、通所者数名と職員数名の小集団
で行われるものが多く、全ての通所者が自分を担
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当している担当職員との個別支援の時間を持って
いるわけではない。しかし２人の場合、取り組む
問題とニーズの多さや複雑から、この取り組みの
時間が１週間のなかで固定して確保された。
　構造的な支援の仕組みの３つめである連携は、
社会福祉や保健・医療領域でも重視される実践・
概念であり、「共有化された目的を持つ複数の人
及び機関（非専門職）が、単独では解決できない
課題に対して、主体的に協力関係を構築して、目
的達成に向けて取り組む相互関係の過程（吉池・
栄2009：117）」を意味する。支援者支援型には、
一緒に働いていた広義の支援者の間に次第に連携
が生まれ、それが意図的に活用される。連携に利
用されたのが会議であり、しかも、２人のプロセ
スと支援の経過に伴って、毎週１回、月１回とい
うように定例化され支援に組み込まれていく。そ
れには、介助者を中心に構成された会議、本人と
専門的支援者や主な介助者によって構成された会
議、家族も交えた会議など、参加メンバーと目的
を変え、いくつかの種類がある。定例会議が構造
的な支援の仕組みに組み込まれているのは、所属
機関や機能が異なった多数の広義の支援者の関与
のもとで、24時間の生活の全体性を視野に入れた
支援を展開するためには、関係者が顔をつきあわ
せて連携する場や機会が必須だからである。Tさ
んの支援では、次のような意図で会議を活用した
ことが zの資料に書かれている。

（Ｔさんには）身体介助と理解・判断・生活管理
面のサポートが混在するため、何の介助、サポー
トをしているのかが不鮮明になりやすい側面があ
り、それをできるだけ明瞭化する。

　定例会議と同じ理由で、さらに２人の意思表出
が大幅に制約されたことから、⑤記録も、構造的
支援の仕組みのひとつとして定着した。ｚの資料
によれば、Eさんのある時期に、｢生活記録の一
本化による関わる皆（介助者、専門的支援者）の
情報の一元化 ｣が行われている。健康状態、食事
メニュー、家事内容、次の介助者への引き継ぎ事
項、２人の思い、介助者や専門的支援者の気づき、
支援内容などの情報を紙に残し、皆で共有できる
形にすることで、２人の全体的な生活を途切れな

い形で紡いでいく。そして、そのための支援や介
助を皆で考える。そこで有用なツールとして用い
られたのが記録である。その反面、記録はその人
の生活のプライバシーを露にし、しかも形になっ
て残るため、マイナス方向に働く場合もある。ゆ
えに、セルフマネジメント型では作成は回避され
る。しかし支援者支援型の場合、記録の持つマイ
ナス面よりもプラス面が評価され、積極活用され
る。
　支援者支援型の４つめの特徴が、本人のニーズ
生成過程への専門的支援者や介助者の先導的な関
与である。ニーズ生成とは、上野（2008）のニー
ズ論で示された考え方である。上野は、ニーズを
ニーズの帰属先である当事者と第三者の相互作用
によって生成する過程とし、当事者と第三者に
とって顕在あるいは非顕在かという分類軸によっ
て、非認知ニーズ、要求（感得・表出）ニーズ、
庇護ニーズ、承認ニーズの４つを示している。E
さんと Fさんの場合、社会体験と意思表出が制
約されていることから、ニーズ生成を先導するよ
うな専門的支援者と介助者による関与がなされて
いる。ひとつは、専門的支援者と介助者が本人・
周囲にとっての非認知ニーズを見極め、庇護ニー
ズ化し、本人に顕在化させ要求ニーズ化すること
である。これはいわばニーズ先取り的な動きであ
る。たとえば先述の宿泊体験は、ｚ職員らがその
ニーズを見極め、本人や家族に提案するところか
らスタートしている。その実施にあたっても、専
門的支援者が、宿泊日数の決定、介助者の手配、
宿泊先との連絡調整など事前に配慮と準備を要す
る状況や課題を見極め整理してから本人に提示し、
どうしていくか本人と一緒に考えていく。もう
ひとつは、周囲が本人の表出されないニーズを汲
み取るという関与の仕方である。そのプロセスは、
本人がニーズを感得していてもそれを表出する
ことができないため、専門的支援者や介助者が表
現されない本人のニーズに気づき、本人に確認し、
承認ニーズ化していくというものである。自分か
ら、○○をして欲しい、と言葉を発することがで
きない２人に代わって、どうして欲しいのか、ど
のような介助をするのか、選択肢を提示する形で
介助者が聞いていくのは、この例である。障害者
本人が介助者にまず介助内容や方法を指示し、そ
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れを介助者が聞き、指示に沿った介助を行うのが
原則のセルフマネジメント型とは対照的である。
　そして、専門的支援者や介助者が本人のニーズ
生成に先導的に関与するということは、オリジナ
ルな自立生活理念で主張された、「障害者がリス
クを冒す権利」の観点からみると、本人に生じる
かもしれないリスクを、支援者があらかじめ調整
する⑤リスク調整の側面を持つことにもつながる。
オリジナルな自立生活理念では、障害者が人生を
切り開くために、失敗の可能性に挑むことを重視
する（Dejong　1983：定藤1993）。ニーズを先取
りするとは、未だ気づかれていないが発生するか
もしれない問題や本人が遭遇するリスクを、専門
的支援者や介助者が掘り起こすことである。専門
的支援者らは、ある課題の遂行に伴い起こるか
もしれないリスクに、次の２つの方法で事前調整
することで対応する。ひとつは、リスクを徹底的
に事前予測し、本人の健康と生命のリスクが高く、
専門的支援者や介助者にとっても負担が大きいよ
うであれば、体験そのものを回避する方法であ
る。介助者とのグループホームでの宿泊体験が計
画されていたものの、本人の体調が悪く、ホーム
職員や介助者も対応することに大きな不安があり、
専門的支援者の責任も問われるという判断から宿
泊を中止した例は、リスク回避型である。もうひ
とつは、予測されたリスクに対応できるサポート
体制をあらかじめ構築しておく方法である。本人
が体験を止めるのではなく、万全のサポート体制
を構築しておくことで、体験がリスクとなる可能
性を低減させ、リスクをミニマムに抑える。本人
の体調は万全ではないが、本人にリスクを知らせ
覚悟を共有し、体調管理の方法を介助者にレク
チャーし、万が一の場合にはｚ職員が駆けつけら
れるサポート体制をあらかじめ組む形で行われた
宿泊体験は一例である。
　ここで付記しておかねばならないのは、専門的
支援者の先導性が行使されるなかで、今日のｚの
地域自立生活支援の価値として強調される「本人
中心」を構成する一要素である“本人の支援プロ
セスへの参画”が踏まえられないこともあった点
である。今日のｚにおける地域自立生活支援では、
支援に関与する人々のなかで通所者本人は真ん中
に定位し、新たな生活形成の主役、主人公とされ

る。本人の望みや必要としていることやその時々
の状況・経験について思っていることを明らかに
し、それを軸に関係者が協働して本人の生活を作
り上げる。「支援を受けた自己決定」という今日
の拡大解釈された自立生活理念 ( 安田2011b) の要
素も含んでいるわけである。しかしこの頃、話
し合いや物事の判断・決定場面で、２人が除外さ
れていたことがあったのも、事実である。特にE
さんに顕著で、長らく彼女の担当職員として彼女
を支援したｚ職員Oさんは、2004年に行ったイ
ンタビューでこう話している。

E さんは、そういう会議（ｚ内外の専門的支援
者や主要な介助者を交えた週1回の定例会議）に、
ほとんど参加していなかったんですよね。で、私
の担当になってから、やっぱりそれは世帯主とい
うか、支援をしている本人が出ないと意味がない
でしょう、っていうので。まあ、最初は寝ていて
もいいから、とりあえずこの場にいてもらうよう
にしましょう、っていうところから始まったから。

　Oさんは、これまでの Eさんの生活は、「レー
ルにしかれた」「守られたもの」だったと話す。
そして、Eさんが「ちゃんと自分で暮らしている
という実感を持ってもらいやすいように、彼女の
生活に自分も腰を落ち着けて、彼女の希望を聞
き取ったり、話しをしたり、説明をする」ことが、
彼女に対する自分の関わりの課題だと語ってくれ
た。
　このように支援場面・過程おける本人の参画が
不十分であることは、社会福祉学で議論される福
祉職員のパターナリズムの発動と見なされる。パ
ターナリズムは法哲学や生命倫理学で様々な定義
が提起されているが、社会福祉学では、「ある人
の保護や利益を目的として、場合によっては、そ
の者の意思を確認せずまた意に反して、他者が干
渉することを認める思考、またはそれを表す行為」
という定義が示されている（石川2007）。上記の
Fさんの例は、彼女が物事の判断や決定プロセス
に参画していない点で、正にこの例だ。拡大解釈
された自立生活理念が、漏れなく実践されていた
とは言い難い。　　
　ただし、ここであげた職員らの本人に対する行
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為は、パターナリズムで前提とされる専門家の権
威や専門家と利用者・患者間の上下関係に依拠す
るのではなく、情緒的関係を基盤にしている点
でマターナリズムに近く、その意味で、支援者支
援型の最後の特徴としてあげた⑥ケアの延長線上
にある。マターナリズムとは、パターナリズムか
ら派生して提唱されるようになったもので、母親
的で抱擁する支配、優しさや共感的態度に絡みと
られる支配を意味する（石川2007）。重度心身障
害を持つ通所者とｚ職員との関わりを見ていると、
本人にひきつけられた職員が、「この人のために」
「私がいなくてはこの人はやっていけないのでは」
「なんとかしなければ」という思いに突き上げら
れ、本人の世界にどっぷり没入し、互いの距離感
が希薄となり、自分の心身を総動員しながら本人
のプロセスに同行しているように思える。こうし
た職員の思いは、脱家族・脱施設職員を訴えた
自立生活運動を推進する障害者（岡原1995；尾中
1995）から見れば批判に値する類のものだろうが、
この思いが根にあって織りなされる職員と本人の
相互作用は、両者の間に情緒的密着性や親密さを
呼びこむ。そうした関係性のもとに、本人に対す
る関わりが、ときに保護的に過剰になったり、本
人が決定や判断プロセスに含まれなかったりする。
これは、専門家の権威に基づくパターナリズムよ
りも、優しさや共感的態度を包摂するマターナリ
ズムに近い。
　このマターナリズムと称される行為を違う角度
から見ると、それは支援者支援型の６つめの特徴
であるケアの延長とも呼ぶべき側面を含んでいる。
ケアは、①気にかかること、心配、不安を意味す
る気がかり、②気にかけること、注意、配慮、世話、
保護を意味する気遣いの２つの意味がある（村田
1998:61-68）。ｚには、自律能力やADLが制約さ
れた通所者の状況の深刻さや過酷さに対する心配、
憂慮、深い気がかりから、職員が圧倒的な責務を
感じ、配慮し世話し気遣いするケアの風土がある
（安田2011b）。母親の死亡や母親の不在がきっか
けで引き起こされ、生命維持のリスクをはらんだ
ＥさんやＦさんの状況に対して、ｚ職員らは、「こ
の人のために」「何とかしなければ」という思い
で２人を支えたという。これは、2人に対する思
い入れや思いやりの気持ちなど情緒的なものや、

ケアの欲求や責任感などが複合した気持ちであろ
う。そこから発展した２人の地域自立生活支援は、
生命維持を主眼にした支援のときほど露にはなら
ないものの、ケアの要素を根底に含み、２人の状
況次第でいつでもそれが大きく浮上する、という
特質を帯びていた。

４．まとめ

　以上、障害者のひとり暮らしとしての自立生活
への向かい方やその支援に関して、ある重度障害
者の通所型活動拠点で見いだされた実態を、「セ
ルフマネジメント型」と「支援者支援型」に類
型化し、その背景や内容を紹介してきた。2011年
８月に発表された障害者総合福祉法の提言では、
サービス利用計画と本人中心計画の策定において、
セルフマネジメント、および、本人の意向やニー
ズを聞き取った支援という２つの方向性が示され
ている。前者が本稿のセルフマネジメント型、後
者が支援者支援型と重なり、両計画策定に参考に
なる知見も示せたと考える。
　なお、本稿の基礎となった Aさんに関して、
セルフマネジメント型によるひとり暮らし移行
がうまくいかず、その後支援者支援型の特徴を多
分に含んだ支援者の支援が展開され、彼女はひと
り暮らしに移行した。そして暮らしの在りようは、
長い時間を経て、セルフマネジメント型による、
つまりオリジナルな意味での自立生活理念の実践
としてのひとり暮らしへと変遷していった。これ
らについて、今後報告していきたい。

【注】
１　今日の日本における障害者の自立生活には、非
障害者の社会福祉支援者や介助者など他者との関
わり・支援による自己決定という考え方と、単身
やカップルでの生活に留まらず元家族との同居や
グループホーム・ケアホームなど多様な居住形
態が含まれる。しかし、障害者の自立生活を産み
各国に広げたアメリカの自立生活運動では、自立
生活を、障害者が自分の人生や生活をコントロー
ルすること、自己決定、セルフマネジメントで捉
えた。その理念の実践として、介助者を募集・雇
用・訓練・監督・解雇する介助者管理、自立生活
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センターでのピアサポートやセルフヘルプ、障害
者によるアドボカシーが重視されている。これを
モデルに1980年代から日本でも自立生活運動が展
開、その背景のもと、障害者の自己決定を核とし
た自立生活理念が示された。そして実際の自立生
活は、障害者が親や入所施設から離れ，介助者管
理力を行使し、自立生活センターなどから派遣さ
れる介助者に介助指示を出し、その介助を利用し
ながら、単身やカップルで暮らすという形態で広
がった。本稿では、こうした自立生活理念・生活
形態やアメリカで主張された自立生活理念を、オ
リジナルな自立生活（理念）と称している。詳し
くは、安田（2011b）を参照のこと。

２　通所者の支援にあたるｚの社会福祉従事者につ
いて、障害者自立支援法施行以前に関わる記述の
場合は職員、それ以降に関する記述の場合は支援
スタッフというように、区別して表記している。

３　取り組みとはｚの３つのプログラムのもとに展
開されるアクティビティのことである。

４　ピアではないがピア組織で鍛えられその組織が
重視する理念に忠実であろうとする周囲の人々と
は、自立生活センターに登録している介助者やそ
こで働く健常者スタッフのことである。

５　本研究のためデータを再分析したので、安田
（2011b）で示した特徴とは異なっている。
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Empirical research concerning the method to realize independent living for 
persons with severe disabilities 

The self-management method and social worker assistance method
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ABSTRACT

　The purpose of this study is to describe two methods by which persons with severe disabilities, 
living with their parents, can realize independent living. The author found them by qualitative 
research conducted on the daily activities of people with severe physical and mental disabilities. The 
first method is “self-management”. It emphasizes self discipline and peer support from other people 
with disabilities, and minimizes the assistance required from social workers. The other is the “social 
worker assistance method”. It is suitable when there is a high risk to the person’s life , and requires 
social worker skills and competence, the establishment of a support system, a leading role for social 
workers in clarifying the needs’of clients, risk adjustment, and the extension of care.
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